
中小受託取引適正化法（下請法改正法）

令 和 ７ 年 ６ 月
公 正 取 引 委 員 会
企 業 取 引 課



◼ 下請法の正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」（昭和３１年制定）。

◼ 法目的は、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護。

製造委託 修理委託 役務提供委託情報成果物作成委託
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下請：資本金3億円以下(個人を含む。)親：資本金3億円超

下請：資本金1千万円以下(個人を含む。)親：資本金1千万円超3億円以下

物品の製造・
修理委託の
場合

下請：資本金5千万円以下(個人を含む。)親：資本金5千万円超

下請：資本金1千万円以下(個人を含む。)親：資本金1千万円超5千万円以下

情報成果物作成・
役務提供委託の

場合

＜②資本金区分＞

⚫ 親事業者 の 義 務 ：発注書作成・交付・保存、支払期日の決定等

⚫ 親事業者の禁止行為：受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたき等

＜①取引の内容＞

下請法の適用対象

義務・禁止行為

現行法の概要



このため、独占禁止法の執行強化、下請Ｇメン等を活用しつつ事業所管省庁と連携した下請法の執行強化、

下請法改正の検討等を行う。

「経済財政運営と改革の基本方針2024」（抜粋） （令和６年６月閣議決定）

また、事業所管省庁とも連携し、面的な執行による下請代金法の勧告案件の充実を図るとともに、

下請代金法の改正についても、検討する。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」（抜粋）
（令和６年６月閣議決定）

新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため、下請法について、コスト上昇

局面における価格据置きへの対応の在り方、荷主・物流事業者間の取引への対応の在り方、事業所管省庁

と連携した執行を強化するための事業所管省庁の指導権限の追加等に関し、改正を検討し、早期に国会に

提出することを目指す。

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（抜粋）
（令和６年11月閣議決定）

➢ 有識者検討会を開催し、下請法を中心に検討（公正取引委員会・中小企業庁の共催）
➢ 学識経験者、経済団体・消費者団体等の有識者計20名が委員として御参画
➢ 計６回の会合を開催し、令和６年12月25日に研究会報告書を取りまとめ・公表

「企業取引研究会」（座長：神田秀樹東京大学名誉教授） （令和６年７月～12月）

2

改正に向けた検討の経緯
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○ デフレがもたらした経済の姿

● 我が国の経済は長期にわたりデフレの状況

➢ 1990年代以降、物価や賃金がほぼ横ばいで推移（諸外国では上昇）

➢ 物価や賃金の据置きは、平均値として観察されるだけでなく、個々の商品価格

や賃金が据え置かれてきたことに特徴

● こうした経済のシステムといえるまでに組み込まれた「価格据置き型経済」の下

では、

➢ コスト上昇局面でも製品やサービスの価格への転嫁が困難。取引の立場の弱い

受注者（中小企業・小規模事業者）が負担を負う構造。「賃上げと成長の好循

環」を実現していく上での課題。

➢ 企業や労働者の行動を萎縮させ、また、経営努力もコストカット型が中心に。

革新的な商品やサービスを生むイノベーションの力を削ぐ一因に。

➢ イノベーションが生じないために経済が伸び悩み、そのことが更にイノベー

ションを停滞させるという「悪循環」。

企業取引研究会報告書（総論①）



○ デフレ型商慣習からの脱却

● 「価格据置き型」経済を生んだ一因として企業の商慣習の課題がある。

価格を始め、取引条件を交渉で決めることが前提とされる市場メカニズムが有

効に機能しなくなっている可能性。

➢ 自社の製品価格を据え置き、様々な負担を取引先や労働者に求める商慣習

● こうした商慣習の見直しは、個別取引における個別企業の経営の健全化につな

がるだけでなく、市場メカニズムの機能回復を通じて経済全体のダイナミズム向

上に資する。

● 他方、原材料価格の高騰や賃上げ等への対応が重要課題となる中で、価格転嫁

の動きも生じてきている。しかし、

➢ 全体としては転嫁の動きがみられるものの、全く転嫁できていない企業もな

お存在するなど、転嫁状況の二極化の傾向

➢ 一次から二次、三次とサプライチェーンの取引段階を遡るほど価格転嫁の動

きが鈍い

➢ コストに占める労務費の割合が高いサービス産業等における価格転嫁の動き

が鈍い

といった課題もみられる。
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企業取引研究会報告書（総論②）
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○ 本研究会における検討

● 価格転嫁や賃上げの動きもみられるようになってきているが、適正な取引環境を
整備していくためには、このモメンタムを一過性のものとはせず、維持していく必要。

● 下請法は主要な改正が行われてから約20年が経過しており、「物価や賃金が構造
的に上がっていく経済社会」に向けた取引環境の整備という観点からも、十分な内容
となっているか検討が必要である。

● そこで、本研究会においては、下請法を中心に、優越的地位の濫用規制の在り方
について、現状の課題とその対応案について検討を行った。

企業取引研究会報告書（総論③）
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（参考）物価の上昇率の推移（国際比較）



先進国の１人あたり実質賃金の推移を見ると、1991年から2021年にかけて、米国は1.52倍、英
国は1.51倍、フランスとドイツは1.34倍に上昇しているのに対して、日本は1.05倍にとどまる。

（出所）内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 基礎資料（令和５年２月15日）
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（参考）一人当たり実質賃金（国際比較）



労働分配率を企業規模別に見ると、小企業及び中小企業における数値が高い。

（注）労働分配率：付加価値額に占める人件費（従業員給与＋従業員賞与＋役員給与＋役員賞与＋福利厚生費）の割合。
（出所）財務省「年次別法人企業統計調査」を基に企業取引研究会事務局で作成。

【減少の様子】
• 小企業 ▲2.2％
• 中小企業 ▲2.5%
• 中堅企業 ▲6.1%
• 大企業 ▲9.7%
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51.2%

71.2%
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79.8%

77.3%

86.8%
84.6%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

労働分配率
日本の企業規模別の労働分配率

大企業

(資本金10億円以上）

中堅企業

(資本金１億円以上10億円未満)

中小企業

(資本金1千万円以上1億円未満)

小企業

(資本金1千万円未満)

8

（参考）我が国における企業規模別の労働分配率



※「価格転嫁は不要」との回答を除いた場合の回答分布
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（参考）価格転嫁の状況
（中小企業庁 価格交渉促進月間（2025年３月）フォローアップ調査結果 抜粋）



近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、「物価
上昇を上回る賃上げ」を実現するためには、事業者において賃上げの原資の
確保が必要。

中小企業をはじめとする事業者が各々賃上げの原資を確保するためには、
サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」
の実現を図っていくことが重要。

例えば、協議に応じない一方的な価格決定行為など、価格転嫁を阻害し、
受注者に負担を押しつける商慣習を一掃していくことで、取引を適正化し、
価格転嫁をさらに進めていくため、下請法の改正を検討してきた。

施行期日

令和８年１月１日
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改正の趣旨・背景



〈規制の見直し〉

（１）協議を適切に行わない代金額の決定の禁止（価格据え置き取引への対応）
代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、一方的な代金額の決定
を禁止

（２）手形払等の禁止
対象取引において、手形払を禁止。その他の支払手段（電子記録債権、ファクタリング等）につい
ても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものを禁止

（３）運送委託の対象取引への追加（物流問題への対応）
対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加

（４）従業員基準の追加（適用基準の追加）
従業員数３００人（役務提供委託等は１００人）の区分を新設

（５）面的執行の強化
事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与。相互情報提供に係る規定を新設

施行期日

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

〈「下請」等の用語の見直し〉

・題名について、以下のとおり改める。
「下請代金支払遅延等防止法」
⇒「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
（略称：「中小受託取引適正化法」、通称：「取適法」）

・用語について、以下のとおり改める。
「下請事業者」⇒「中小受託事業者」、「親事業者」⇒「委託事業者」等

11

主な改正事項一覧
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① 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【新第５条第２項第４号関係】

◆ 「市価」の認定が必要となる買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、中小
受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者
が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を
不当に害する行為を禁止する規定を新設する。

改 正 内 容

【コスト上昇型】

従前の対価

引上げ後の対価
※コストアップに
見合わない引上げ幅

コスト
40円

コスト
90円

100円

110円

利益

利益

改正法

交渉プロセスに着目した規定を新設

現行 【対価引下げ型】

従前の対価

引下げ後の対価

コスト
40円

100円

50円

利益

利益

コスト
40円

対価に着目
した規定

➢ コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない
価格を一方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての課題がみられる。

➢ そのため、適切な価格転嫁が行われる取引環境の整備が必要。

改 正 理 由

改正事項の概要



◆ 中小受託事業者の保護のためには、今般の指導基準の変更を一段進め、本法上の支払手段と
して、手形払を認めないこととする。

◆ 電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭（手数料等を
含む満額）を得ることが困難であるものについては認めないこととする。

② 手形払等の禁止【新第５条第１項第２号関係】

4/1 5/1  6/30 ８/30

製品や役務の受領日 支払日＝手形交付日 満期日＝入金日

手形サイト60日間

支払日までの期間（60日）＋手形サイト（60日）＝現金受領までの期間【120日】

製品や役務の受領日 支払日

支払日までの期間（60日）＝現金受領までの期間【60日】

4/1 5/1  6/30

短縮
改正法

現行 支払日までの期間

支払日までの期間

改 正 内 容

➢ 支払手段として手形等を用いることにより、発注者が受注者に資金繰りに係る負担を求める
商慣習が続いている。

改 正 理 由
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改正事項の概要



③ 運送委託の対象取引への追加【新第２条第５項、第６項関係】

◆ 発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、本法の対象となる新たな類型とし
て追加し、機動的に対応できるようにする。

運送事業者 運送事業者
発荷主

（例：部品メーカー、
卸売業者等） 再委託委託

現行

改正法

物品の運送の再委託が対象

改 正 内 容

荷積みの強要
荷待ち

➢ 発荷主から元請運送事業者への委託は、本法の対象外（独占禁止法の物流特殊指定で対応）で
ある。

➢ 立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の
問題（荷役・荷待ち）が顕在化している。

現行の「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」を新たな規制対象に追加

改 正 理 由
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改正事項の概要



◆ 適用基準として従業員数の基準を新たに追加する。
◆ 具体的な基準については、本法の趣旨や運用実績、取引の実態、事業者にとっての分かりやす

さ、既存法令との関連性等の観点から、従業員数300人（製造委託等）又は100人（役務提供
委託等）を基準とする。

④ 従業員基準の追加【新第２条第８項、第９項関係】

【適用基準例（製造委託等）】

資本金3億円超

資本金1千万円超3億円以下

従業員300人超

資本金3億円以下(個人を含む。)

資本金1千万円以下(個人を含む。)

従業員300人以下(個人を含む。)

改正法

基準追加

現行

中小受託委託

改 正 内 容

➢ 実質的には事業規模は大きいものの当初の資本金が少額である事業者や、減資をすることに
よって、本法の対象とならない例がある。

➢ 本法の適用を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在する。
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改 正 理 由

改正事項の概要



⑤ 面的執行の強化【新第５条第１項第７号、第8条、第13条関係】

◆ 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与する。
◆ 中小受託事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行

の公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加する。

事業所管省庁

委託事業者指導・助言
＋勧告

指導・助言

調査協力

措置請求

指導・助言権限を追加改正法

公正取引委員会 中小企業庁

改 正 内 容

➢ 現在、事業所管省庁には調査権限のみが与えられているが、公正取引委員会、中小企業庁、事
業所管省庁の連携した執行をより拡充していく必要がある。

➢ 事業所管省庁（「トラック・物流Gメン」など）に通報した場合、本法の「報復措置の禁止」
の対象となっていない。

改 正 理 由
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改正事項の概要



⑥「下請」等の用語の見直し【題名、新第２条第８項、第９項関係】

◆ 用語について、「親事業者」を「委託事業者」 、「下請事業者」を「中小受託事業者 」 、
「下請代金」を「製造委託等代金」等に改正する。

◆ 法律の題名も、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する
代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改正する。

【
発
注
者
と
し
て
の
声
】

【
受
注
者
と
し
て
の
声
】

外注先を「下請」企業と呼称した経験の有無
（n=3,583）

今も「下請」企業と

呼称している 7.5%

以前は「下請」企業

と呼称していた

5.8%

「下請」企業等と呼称

したことはない

76.8%

外注先がない

9.9%

発注者から「下請」企業と呼称された経験の有無
（n=3,583）

「下請」企業と呼称されている

11.9%

以前は「下請」企業と

呼称されていた

7.9%

「下請」企業と呼称され

たことはない

80.1%

（出所）中小企業庁・公正取引委員会「下請取引等の実態に係るアンケート調査」

改 正 内 容

➢ 本法における「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与え
るとの指摘がある。

➢ 時代の変化に伴い、発注者である大企業の側でも「下請」という用語は使われなくなっている。

改 正 理 由
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改正事項の概要



⑦ その他の改正事項

◆ 専ら製品の作成のために用いられる木型、治具等についても、金型と同様に製造委託の対象物
として追加する。 【新第２条第１項関係】

◆ 書面等の交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を
電磁的方法により提供可能とする。 【新第４条関係】

◆ 遅延利息の対象に減額を追加し、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から
実際に支払をする日までの期間について、遅延利息を支払わなければならないものとする。

【新第６条第２項関係】
◆ 既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備し、勧告時点において委託事業
者の行為が是正されていた場合においても、再発防止策などを勧告できるようにする。

【新第10条関係】

➢ 物品等の製造に用いられる金型のみが製造委託の対象物とされており、木型、治具等について
は、製造委託の対象物とされていない。

➢ 書面交付義務について、下請事業者から事前の承諾を得たときに限り、書面の交付に代えて、
電磁的方法により必要的記載事項の提供を行うことができる。

➢ 下請代金の支払遅延については、親事業者に対し、その下請代金を支払うよう勧告するととも
に、遅延利息を支払うよう勧告することとされているが、減額については、当該規定が存在
しない。

➢ 受領拒否等をした親事業者が勧告前に受領等をした場合や、支払遅延をした親事業者が勧告前
に代金を支払った場合に、勧告ができるかどうかが規定上明確となっていない。

改 正 内 容

改 正 理 由

18

改正事項の概要
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第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～
（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行
2029年度までの５年間で、日本経済全体で年１％程度の実質賃金上昇、すなわち、持続的・安定的な物価上
昇の下、物価上昇を１％程度上回る賃金上昇をノルムとして定着させる。この実現に向け、中小企業・小規模事業
者の賃上げを促進するため、価格転嫁・取引適正化、生産性向上、事業承継・Ｍ＆Ａによる経営基盤強化及び地
域の人材育成と処遇改善に取り組む。
価格転嫁・取引適正化については、「官公需における価格転嫁のための施策パッケージ」に基づく取組として、低入
札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入拡大・活用、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」に基
づく物価上昇に伴うスライド対応や期中改定、国・独立行政法人等及び地方公共団体において必要となる予算の確
保等を進める。中小受託取引適正化法の執行体制を強化するとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉
に関する指針」の周知広報を徹底する。パートナーシップ構築宣言の拡大や実効性の向上を含め、サプライチェーン全
体で取引適正化を進める。中小企業の知的財産への侵害に関する実態調査を行い、独占禁止法上の指針を策定
するほか、知財経営支援ネットワークを通じたリテラシーの向上等に取り組む。

この他、（２）に記載する取組を含め、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に基づく取組を
進める。

政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、①地方の中小・小規模事業者
にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラ
ン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③
中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・Ｍ＆Ａに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画
的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行する。

「経済財政運営と改革の基本方針2025」(抜粋)
令和７年６月13日閣議決定
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Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進

～国・自治体・業種ごとの価格転嫁状況の徹底的な可視化と改善～

中小企業・小規模事業者の賃上げと経営変革の原資の確保のため、地方の中小企業・小規模事業者の需要の多くを占める自治

体の官公需（17.4 兆円（2023 年度））及び国・独立行政法人等の官公需（11.0 兆円）において、低入札価格調査制

度・最低制限価格制度の導入・活用を進めるとともに、自治体における両制度の導入状況の可視化や重点支援地方交付金の徹

底活用等を通じ、的確な発注手続の実施と徹底した価格転嫁を進める。また、価格転嫁率が低い業種を中心に、中小受託取引

適正化法の執行強化及び労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の徹底等により、原材料費やエネルギーコストの

転嫁はもとより、労務費を含む価格転嫁の商習慣化を社会全体に定着させる。

１．官公需も含めた価格転嫁・取引適正化

これまでの官民の価格転嫁の取組により、価格転嫁率は徐々に上昇してきている。他方で、「価格転嫁が全くできない」と回答した

企業も、その比率は減少しているものの残っており、価格転嫁対策等の取引適正化を更に徹底して進めることが必要である。また、中

小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知的財産が大企業等との取引において適切に保護されることが重要

である。

中小企業・小規模事業者が「成長型経済」の競争に向けた経営変革にチャレンジするためには、まず、積極的な賃上げと投資を可

能とするだけの十分な原資を確保することのできる環境を整備する必要がある。

社会全体で適切な取引慣行の定着に向けて、労務費等の価格転嫁について、中小受託取引適正化法を踏まえた業所管省庁の

執行体制強化や、労働基準監督署の活用等により、業種別・規模別での改善策の徹底を図るとともに、地方の中小企業・小規模

事業者にとって重要度の高い「官公需における価格転嫁のための施策パッケージ」を以下のとおり、新たに策定し、関係省庁一丸と

なってこれを強力に実行する。

また、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知的財産の保護の強化と活用促進に取り組む。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」(抜粋①)
令和７年６月13日閣議決定
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（２）労務費等の価格転嫁の更なる推進

近年、労務費を含む中小企業・小規模事業者の価格転嫁率は全体では改善傾向にあるが、業種別に見ても、例えばトラック運

送・広告・放送コンテンツ等の業種を始めとして更なる改善が必要であり、同時に、中小企業間や中小企業・小規模事業者間の価

格転嫁も課題である。業種ごとに様々なサプライチェーンの形態が存在することにも鑑み、業所管省庁において労務費等の価格転嫁

の進捗を業種別にきめ細かに把握するとともに、中小企業間、中小企業・小規模事業者間の取引への対応を含めて更なる取引適

正化を推進する。

①中小受託取引適正化法の執行強化のための体制強化と対応厳格化

取引先との協議を適切に行わない代金額の決定を禁止するなどの措置を講じるとともに、業所管省庁に指導・助言の権限を新たに

付与する、下請法改正法（中小受託取引適正化法）の成立を受け、その施行に向けて、公正取引委員会の体制を抜本強化す

るとともに、中小企業庁・業所管省庁との連携体制を早期に構築し、各業所管省庁においても、同法に基づく検査や問題事例への

対処を適切に実施できるよう、執行体制の抜本強化を図る。

取り分け、価格転嫁率が平均よりも低い業種を中心に業所管省庁において徹底的に業種別の価格転嫁状況の改善を図るため、

中小企業庁による下請Ｇメン、公正取引委員会による優越Ｇメンといった省庁横断的な執行体制の強化に加え、中小企業庁・公

正取引委員会から具体的な執行・業務のノウハウの共有を行った上で、業種別のＧメン等を通じた取引環境改善の枠組みを価

格転嫁率が低く課題の多い業種を所管する業所管省庁全体へと広げる等、十分な規模での執行体制を構築する。

③「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」のサプライチェーン全体への徹底

労務費転嫁指針は徐々に浸透してきているものの、労務費転嫁指針の認知度が半数にも達していない状況を踏まえ、コストに占め

る労務費の割合が高い、あるいは、労務費の転嫁率が低いといった、特に対応が必要な重点22業種については、サプライチェーンの深

い層まで労務費転嫁指針の遵守が徹底されているかを重点的に確認し、必要に応じ更なる改善策を検討するとともに、更なる周知

徹底に取り組む。

④サプライチェーンの深い層まで労務費等の価格転嫁を浸透させるための労働基準監督署の活用

労務費等の価格転嫁の必要性を中小企業・小規模事業者間の取引を含めてサプライチェーンの深い層の経営者にまで浸透させる

ため、新たに、労働基準監督署（全国で321か所）が、企業への監督指導等の機会を捉え、労務費転嫁指針の活用や公正取引

委員会・中小企業庁等の窓口の活用も含め、中小企業・小規模事業者の賃上げの原資の確保に向けた働き掛けを実施する。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」(抜粋②)
令和７年６月13日閣議決定
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下位法令等整備スケジュール（予定）



中小受託取引適正化法（取適法）

中小受託取引適正化法（取適法）の詳細はこちらから！

その他取引適正化に向けた公正取引委員会の取組についてはこちら！

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
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